
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 192 号 令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇ 発⾏ 

『 好奇心・向上心・探求心を持ち続けよう 』 

お客様の必要な存在になろう 

お客様のために最善をつくそう 

働きがいを感じられる企業を目指そう 

ス ロ ー ガ ン 
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健康保険・厚生年金

の保険料が 3 月分 

(4/19 支給 )の給与

から変更になります。 

総務課 

  3 月 29 日から、岡山では気温 20℃越えが連日続いております。桜も関東地方ぐらいまでは月初めの週に

は咲きほこるでしょう!! 楽しみです(*^^*) 春の若葉も大好きです！ 

 さて、24年度国家予算が成立致しました。デフレ脱却、物価超す賃上げを掲げて… 

6月の所得税，住民税の減税を挙げ『可処分所得を下支えする』と強調しましたが、減税の方法が、事務作業

の手間がかかり過ぎるし、間違いが起こるリスクも高いです。それなら、4万円の金額も決定しているのであ

れば、マイナンバーがある会社員に一律に支給して下さい。 

この仕事をするのは会社の『経理・総務の方が、一人一人の表を作成して、3万円に達するまで減税していく

しかないのですよ！ その手間は誰が補償してくれるのですか?!』と、言いたくなるのは中小企業だけでは

ないと思います。4月からは、2024 問題の残業時間の管理等もあり、中小企業は大変なのですよ。 

少しは理解してくださいよ、岸田総理。 


